
平成１７年４月１日  

（令和３年９月３０日改正） 
 

各 位  

三重県歯科医師国民健康保険組合  

 

 
個人情報の利用目的について  

 
当国民健康保険組合は、個人情報保護法の規定に従い、その保有する個人情報に関し、そ

の利用目的を下記のとおり定めましたのでお知らせいたします。  

個人情報の利用目的については、個人情報保護法第 15 条第 1項において、個人情報の利

用目的の特定が義務づけられ、同法第 16 条第 1項において、あらかじめ本人の同意を得な

いで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないこ

ととされています。  

なお、同法第 16 条第 3項において、「①法令に基づく場合、②人の生命、身体又は財産の

保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難であるとき、③公衆衛生の向上

または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難であ

るとき、④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂

行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当する場合には、個人情報の取扱いに関

する制限の適用外とされています。  

記  

 

１．利用目的  

別紙「三重県歯科医師国民健康保険組合における個人情報利用目的」のとおり  

 

 

 

利用目的についてのお問い合わせは、下記にご連絡ください。  

窓 口 三重県歯科医師国民健康保険組合  

電 話 059－227－6488  

受付時間 8：30～12：00 、 13：00～16：30  

(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)  

以上 



別紙 三重県歯科医師国民健康保険組合における個人情報利用目的  
 

1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的  

①〔国保組合等の内部での利用〕  

・保険給付及び付加給付の実施  

・標準負担額減額認定証の発行  

・特定疾病療養受療証の発行  

 

②〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕  

・高額療養費、一部負担還元金、家族療養付加金、訪問看護療養付加金等の自動払い  

・療養費、傷病手当金、出産手当金、葬祭諸費、出産育児一時金、移送費等の支払  

・無資格診療費の返還請求  

・労災保険、公費負担医療等との保険給付費の調整  

・第三者行為に係る国保連合会等への求償  

・健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業  

 

2.保険料の徴収等に必要な利用目的  

①〔国保組合等の内部での利用〕  

・被保険者資格の確認並びに課税所得額の把握  

・被保険者の育児休業及び介護保険適用除外の把握  

・保険料の徴収  

・被扶養者の認定及び再確認  

・健康保険被保険者証の発行  

・健康保険高齢受給者証の発行  

 

②〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕  

・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託  

・保険料計算の外部委託  

・保険料口座振替の外部委託  

 

3.保健事業に必要な利用目的  

①〔国保組合等の内部での利用〕  

・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談  

・高額療養費・出産費に係る資金貸付事業の実施  

 

②〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕  

・保健指導、健康相談に係る産業医への委託  

・医療機関への健診の委託  

・健診結果のパンチデータ処理の外部委託  

・健診結果の事業者への提供  

・健診補助金の支払  

・被保険者等への医療費通知  

・健康保険組合連合会主催の共同事業  

・保健事業の事業実施(常備薬の斡旋、高齢者訪問指導事業、生活習慣病健康支援  

事業、子育て支援事業)に係る委託  



 

 

4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的  

①〔国保組合等の内部での利用〕  

・診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査  

・柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検・審査  

 

②〔審査支払機関への情報提供を伴う利用〕 

・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供 

・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る 

加入者情報の照会及び提供 

 

③〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕  

・レセプトの内容点検・審査の委託  

・レセプトのパンチ入力、画像取込み処理及びデータ処理の委託  

・柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検・審査の委託  

・柔道整復施術療養費支給申請書のパンチ入力及びデータ処理の委託  

 

5.国保組合の運営の安定化に必要な利用目的  

①〔国保組合等の内部での利用〕  

・医療費分析・疾病分析の外部委託  

・事業所統計  

 

②〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕  

・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託  

 

6.その他  

①〔国保組合等の内部での利用〕  

・国保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料  

・国保組合の管理運営業務に係る記録資料  

・適正な経理事務の執行  

 

②〔他の事業者等への情報提供を伴う利用〕  

・業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換等)  

・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等 

・歯科医師国民年金基金からの加入員資格確認に対する事務手続き  


